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令和３年度 根室市青少年対策推進要綱 
 
【基本方針】 
  青少年の持つ若い力は、社会に活力を与え将来に向かって社会を発展させる原動力であ

る。未来の社会の担い手となる青少年が、自らの役割と責任を自覚し、広い視野と豊かな

情操を培い、非行に陥ることなく、心身共に健やかにたくましく成長することは、市民す

べての願いである。 

  今日の青少年をめぐる諸問題は、相次ぐ凶悪な犯罪や非行の発生、非正規労働の若者が

増加し、フリーターやニートの数の高止まり、薬物乱用等がある。 

教育上の課題としては、学力や体力の向上、いじめや不登校児童生徒等や登下校等にお

ける不審者等の問題がある。 

この様な問題は、家庭、学校、地域等広範な領域において様々な要因が複雑に絡み合っ

て発生し、思いやる心、感動する心、自ら学び考える力等、自立し主体的に行動していく

うえでの、社会生活の基本となる資質や能力としての「社会を生きる力の育成」が重要で

あるとされており、こうしたことの背景には物の豊かな社会、国際化や情報化の進展、都

市部への一極集中による過疎化の進展、人口減少社会の到来、少子高齢化の進行等、社会

環境の大きな変化がある。 

  近年、スマートフォンや携帯ゲーム機をはじめとする情報機器・サービスが急速に普及

し大きな利便性をもたらしている一方、深夜や長時間の使用による健康面や学力への影響、

児童買春や児童ポルノをはじめとするＳＮＳ等に起因する性犯罪、個人情報の漏洩による

いじめ等が社会問題となっており、こうした問題を未然に防ぐ対策が必要である。 

  また、乱暴行為・深夜徘徊は減少しているが、不審者対策や児童虐待等についても、引

き続き留意することが必要である。 

  このため、青少年の人間形成に大きな影響を与える家庭・学校・地域の役割を見つめ直

しそれぞれが教育力を高め、青少年が基本的な生活習慣や基礎的な学力を身につけ、豊か

な人間性と生きる力を育んでいけるよう、青少年に様々な社会体験（労働、奉仕等）、自

然体験、文化活動、スポーツ等の機会を提供する等、積極的な取り組みを行う必要がある。 

  また、非行や不登校等の問題行動、更にはいじめ等について、家庭、学校、地域、関係

機関・団体等が連携を強化し、今後も継続して問題の早期発見、早期解決、未然防止に取

り組む必要がある。 

最近の状況を踏まえて、青少年が安心して諸活動に取り組めるよう、関係機関、関係団

体はもとより、市を挙げて、子どもの安全を確保するための対策を講ずる必要がある。 

  今後、青少年対策を推進するにあたっては、以上のような青少年問題の現状と課題を踏

まえ、大人一人ひとりが子どもたちの模範となるとともに、「大人自体が意識を持って」、

すべての子どもが「我が子」との思いから家庭、学校、地域を通じて積極的に青少年の健

全育成に関わっていくことが重要である。 

  このため、重点目標を次のとおりとし、青少年健全育成のための諸施策を総合的かつ効

果的に推進することを提言する。 
 

【重点目標】 

○家庭における健全育成の啓発強化 

○家庭、学校、地域の連携の強化 

  ○青少年のための体験活動の充実 

  ○地域における非行防止活動の推進 

  ○青少年相談活動の充実強化 

  ○幼児・児童生徒の安全確保の強化 
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【主要推進事項】 

１ 家庭における健全育成の啓発強化 

（１）父親の家庭教育への参画を促進するとともに、希望する親への支援ばかりではなく、

すべての親を対象とした家庭教育支援のための情報を提供し、家庭の教育力向上の普

及・啓発に努めます。 

（２）関係する方々と連携し、子育ての悩みや課題、困難を抱える親の子育て相談等の家庭

教育支援に努めます。 

（３）ＰＴＡ活動や地域の研修会等をとおして、子どもの健全育成を図るための活動支援に

努めます。 

（４）早寝早起き朝ごはん運動等、子どもの生活リズムの向上や食習慣の育成のため、関係

機関等と連携し啓発活動をするとともに、心身の健康増進を支援します。 
 

２ 家庭、学校、地域の連携強化 

（１）家庭や地域が学校と連携を深め、児童・生徒が生き生きと学習に取り組み、充実した

学校生活を過ごせるように努めます。 

（２）学校や地域のスポーツ団体等と連携し、スポーツ活動の情報提供等の充実とスポーツ

活動の参加促進を図り、運動能力の向上に努めます。 

（３）青少年健全育成市民会議の活動の支援を図るとともに、家庭・学校・職場・地域社会

及び行政機関が一体となった市民ぐるみの実践活動を展開し、市民の青少年育成意識の

高揚に努めます。 

（４）関係機関との連携を強化し、子どもの虐待の早期発見と防止に努めるとともに、関係

者の意識向上に努めます。 

（５）根室市子ども会育成連絡協議会及び関係団体と連携し、子どもの健全育成を図るため、

各種事業を推進します。 

（６）青少年と家庭・学校・職場・地域との連携を更に深めるため、「おはよう・こんにち

は」などの積極的な声かけ・あいさつ運動を推進します。 

（７）いじめ防止基本方針に基づき、学校、家庭、地域及び関係機関が連携し、いじめの根

絶に取り組みます。 
 

３ 青少年のための体験活動の充実 

（１）関係機関等との連携・協力を深め、様々な体験活動をとおして、相互の交流を深める

とともに、コミュニケーション能力の向上を図り、豊かな人間性を育む活動を推進しま

す。 

（２）関係機関等との連携を深め、青少年の社会奉仕活動、地域づくり活動、高齢者との交

流活動等の、社会参加活動を促進します。 

（３）青少年の社会参加活動に対する関心を高めるため、広報啓発活動を強化します。 

（４）青少年が、ボランティア活動体験や職業体験をする機会と場の提供等及び指導者の養

成等を推進します。 

（５）地元企業や関係団体と連携・協力し、体験活動や研修会等をとおして、青少年が郷土

愛を育み、根室の良さを自覚しながら地元で働く動機付けや、意欲の向上を促進します。 
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４ 地域における非行防止活動の推進 

（１）街頭補導等の非行防止活動を組織的・計画的に実施するために、各学校・青少年育成

団体・警察等関係団体との連携により補導活動の充実強化を図ります。 

（２）青少年の非行や暴力行為を助長する有害環境等の浄化をするため、関係業者に自粛を

促すような住民による地域活動を推進します。また、非行を誘発しやすい環境や条件の

改善について、関係者の協力を求めます。 

（３）カラオケボックス、貸しステージ、風俗営業法の適用を受けるパチンコ店・ゲーム店

等の営業者及び有害図書類の販売業者に対して、青少年の健全育成の立場から、警察等

関係機関との連携を図りながら適切な指導及び協力を要請する活動を推進します。 

（４）スマートフォンや携帯ゲーム機をはじめとする情報通信機器やインターネットサービ

スは、一層多様化しながら青少年の生活全般に浸透しており、それに起因するトラブル

や犯罪に遭う被害が全国的に多発していることから、危険防止のため学校や関係機関と

より強く連携し、マナーやモラル等の指導に努めます。 

また、保護者に対しても正しい知識を普及させ、フィルタリングサービスの重要性や、

基本的な生活習慣の確立を図るため、「スイッチオフ２２」運動をはじめ、年齢に応じた

利用時間の設定等、家庭でのルールづくりについて啓発します。 

（５）薬物乱用防止の啓発は、中学校・高等学校や警察等の関係機関と連携し、指導資料や

啓発資料を提供するとともに、生徒自らが積極的に参加する防止活動を支援します。 

（６）青少年の飲酒・喫煙・万引・深夜徘徊・暴力・粗暴行為については、家庭の積極的な

協力や地域からの情報を得ながら各学校の迅速・適切な指導を支援していきます。 
 

５ 青少年相談活動の充実強化 

（１）急激に変遷する社会状況を反映し、非行や不登校、いじめ等により悩みを抱える青少

年や保護者が相談しやすい環境づくりと併せ、学校をはじめとした関係機関や団体との

連携強化のため、青少年相談室の開館時間を延長し、相談機会の拡充や相談者の利便性

の向上を図ります。 

   また、地域や学校等の各種研修会に参加し、相談活動の情報提供や情報交換に努め、

「いじめ・悩み相談」専用電話（℡２３－２８５９）やインターネット・電子メールに

よる「いじめ相談室」についても活用を図ります。 

（２）相談機能の充実を図るとともに、各学校との連携を深めながら、未然防止と早期発見、

問題の解決に向けた組織を設置し、体制の強化に努めます。 

（３）不登校生のための適応指導教室「ふれあいくらぶ弥生」の有効活用を図るため、支援

体制と各学校との相談活動を強化し、指導の充実に努めます。 
 

６ 幼児・児童生徒の安全確保の強化 

（１）警察署や市等、関係機関・団体との連携を密にし、事故防止に努めます。 

（２）不審者情報等は、管内関係者や関係機関・団体に迅速に伝達し、情報の共有化に努め

ます。 

（３）不審者に遭遇したとき「子ども１１０番の家」の活用や助けを求める方法等、児童・

生徒への指導を徹底します。 

（４）地域全体で通学路の安全確保に努めるとともに、子どもが安心して外出できるよう、

ボランティアなどによる見守り活動の推進を図り、不審者や事故の防止に取り組みます。 

（５）広く市民に情報提供や協力を呼びかけ、市民ぐるみでの啓発に努めます。 
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根室市青少年相談室の動き一覧（令和２年度） 

 

 

 

月  日 内     容     等 備   考 

４月 ３日 新型コロナ感染症対策の除菌用噴霧器搬入・設置 青少年相談室 

   〃 不登校児童生徒情報交流（落石中、花咲小）  

７日 情報交流（光洋中）  

８日 情報交流（啓雲中、光洋中、成央放課後教室）  

１０日 情報交流（光洋中、啓雲中、成央小）  

１６日 全国緊急事態宣言（～５／２０まで）  

２０日 
新型コロナ感染症拡大防止対策のため臨時休校 

（～５／１まで） 
根室市内小中学校 

２１日 
生徒指導担当者会議兼青少年対策実践会議中止 

（→書面会議へ変更） 
事務局（光洋中学校） 

５月 １日 臨時休校の延長（～５月１０日まで） 根室市内小中学校 

１１日 分散登校の実施（光洋中、花咲港小／～１３日まで）  

１３日 臨時休校の延長（～５月３１日まで） 根室市内小中学校 

   １４日 分散登校（成央小／１～３年）  

１５日 分散登校（成央小／４～６年）  

   ２２日 
第７０回“社会を明るくする運動”根室市推進委員会 

街頭啓発等の中止 
根室市福祉会館 

 ２５日 緊急事態宣言解除  

 ６月 １日 消毒用玄関マット設置 青少年相談室 

    〃 令和２年度根室地区青少年運動推進指導員会総会（書面会議）  

    ２日 次亜塩素酸噴霧器使用中止 青少年相談室 

７月 ８日 消防点検 消防署員２名 

 ８月２４日 根室市要保護児童対策地域協議会 市役所３F会議室 

   ２８日 街頭補導実施（第１班）  

９月 ４日 街頭補導実施（第２班）  

１１日 青少年育成地域合同会議 中標津総合文化会館 

 〃 街頭補導実施（第３班）  

１８日 街頭補導実施（第４班）  

   ２５日 街頭補導実施（第５班）  

１０月 ２日 街頭補導実施（第６班）  

９日 街頭補導実施（第７班）  

１６日 街頭補導実施（第８班）  

２０日 消防設備点検 青少年相談室 

 〃 就学時検診（～２１日） 根室市総合文化会館 

   ２３日 街頭補導実施（第９班） ※荒天により中止 

２６日 令和２年度・前期生徒指導(非行・不良行為)状況調査 根室市内小中高校 
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 内     容     等 備   考 

１１月 ６日 青少年相談室 PC設置、及びメール設定  

１７日 適応指導教室「ふれあいくらぶ弥生」へＰＣ設置 道東電子サービス 

１９日 根室市教育講演会、根室市特別支援教育研修会 

（北海道教育大学釧路校特任教授：二宮 信一氏） 
根室市総合文化会館 

１２月 １日 三者面談（光洋中） 青少年相談室で実施 

 ２日 学校訪問（柏陵中） 柏陵中学校 

９日 釧路児童相談所担当者と情報交流 青少年相談室 

１月２７日 根室市要保護児童対策地域協議会 市役所大会議室 

２月 

９～１１日 
Face Timeとロイロノートの使い方（研修） 海星中学校 

１９日 第１回根室市生徒指導担当者会議兼青少年対策実践会議 
光洋中学校校長室 

（リモート会議） 

２６日 不登校情報交流（光洋中、成央小）  

３月 ８日 不登校情報交流（成央小）  

   １１日 卒業証書授与（弥生通室生徒・中３～２名） 保護者来室 

１５日 学校訪問（北斗小）  

１９日 青少年育成運動推進指導員実績報告書提出（メール） 北海道青少年育成協会 

２３日 管内青少年育成運動推進委員会監査報告書の郵送 事務局（羅臼町） 

 

◎市内巡視・・・・・・・・・・  ９回  

        （※都合により中止１回） 

◎学校・地域訪問・・・・・・・・１３回 

◎適応指導教室支援・・・・・・・２５回 

◎相談対応・・・・・・・・・・ １４回 

◎電話による他機関との連携・・１６０回 

◎来  客・・・・・・・・・・１５６人 


